
令和４年３月２４日

国土交通省中部地方整備局

三重河川国道事務所

津 市
地域の明日へ、地域とともに。

三 重 県

津駅周辺道路空間の整備方針
を策定しました

□ 配付資料 別紙（津駅周辺道路空間の整備方針）

□ 配 布 先 三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、津市政記者クラブ

□ 解 禁 指定なし

□ 問い合わせ先 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所
副 所長 藤原 弘典 （ふじはら ひろのり）
計画課長 村松 道康 （むらまつ みちやす）

電話 059-229-2220 メール cbr-miekeikaku@mlit.go.jp

ホームページアドレス https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

三重県 県土整備部道路企画課
課長補佐 山室 明（やまむろ あきら）

電話 059-224-2739 メール doroki@pref.mie.lg.jp

津市 都市計画部都市政策課
都市整備・新都心軸担当主幹 畠山 和之（はたけやま かずゆき）

電話 059-229-3183 メール 229-3177@city.tsu.lg.jp

■ 概 要
津駅周辺道路空間検討委員会では、有識者、交通関係者、経済関係者および行政
などが意見交換を行い、津駅周辺道路空間を、みえ県都の顔となり、地域の活力を引
き出し、災害にも強い空間へ再生するため検討を進めてきたところです。
令和４年3月1日には、第３回検討委員会を開催し、津駅周辺道路空間の整備方針
(案）について意見交換を行いました。
このたび、三重河川国道事務所、三重県、津市は、津駅周辺道路空間検討委員会
の意見を踏まえ、「津駅周辺道路空間の整備方針」を策定しましたのでお知らせしま
す。

道路の異状を発見したら ・ ・ ・ 道路緊急ダイヤル （通話料無料・２４時間受付）#9910
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・令和２年５月２０日に成立した改正道路法において、民間と連携した新たな交通結節点づくりの
推進、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築等に向け、新しい条項が整備されました。

・令和２年度に、三重県・津市は、「津駅周辺道路空間検討会」を設置し、経済界や交通事業者か
らのヒアリングを通じて、津駅周辺の活性化や防災などのさまざまな視点から検討を行い、地方
都市が主役のポストコロナ時代において、みえ県都の顔となり、地域の活力を引き出し、災害に
も強い空間へと再生するため、「津駅周辺空間の基本的な方向性」をとりまとめました。

・令和３年７月に、三重河川国道事務所・三重県・津市は、「津駅周辺道路空間検討委員会」を設
置し、基本的な方向性を踏まえ、有識者、交通関係者、経済関係者および行政等が、さまざまな
立場や観点から幅広く意見交換を行ってきました。

・このたび、三重河川国道事務所・三重県・津市は、 「津駅周辺道路空間検討委員会」の意見を踏
まえ、「津駅周辺道路空間の整備方針」を策定しました。

■ 概要

別 紙

○第１回検討委員会 （令和３年７月１２日）

・事例の紹介

・津駅周辺空間の基本的な方向性

・津駅周辺道路空間 社会実験実施概要

○第２回検討委員会 (令和３年１２月２４日）

・津駅周辺道路空間 社会実験結果の報告

・津駅周辺の現状と課題

・津商業高等学校意見発表

・津駅周辺道路空間コンセプト(案）

○第３回検討委員会 （令和４年３月１日）

・津駅周辺道路空間の整備方針(案)

■ 津駅周辺道路空間検討委員会 開催経緯


